
テレワーク緊急導入支援金実施
埼玉県が

　埼玉県は中小企業のテレワーク
導入支援として『テレワーク緊急
導入支援金』を実施するとの情報
が、大野知事のツイッター公式ア
カウントにて発表されました。
国のテレワーク助成金では対象外
とされているパソコン等端末機器
や通信費も対象としています。
一社あたり上限30万円支給との
ことですが、詳細についてはまだ正式公表されておらず、臨時議会で補正予算案が可決
され次第、速やかに実施できるよう準備をしているとのことです。

埼玉県庁HP「はじめてのテレワーク」より抜粋

1人1台ノートPCの支給の際、インフォメーションガードと組み
合わせれば、自宅にいても社内の自分のフォルダに簡単にアクセス
することができます。

①リモートアクセス環境を構築

②Web会議を可能に
「Web会議」用の機材のリースも行っております。相手の顔を見なが
ら資料を共有し、円滑に会議を行うことができます。

有限会社 一進堂 朝霞市本町 2-2-24　048-464-3515

まずは一進堂に導入支援のご相談を！！


